
　――会長ご就任の抱負から伺います。
　田中　東海三県と静岡、長野に企業内を含め
て弁理士は約９００人います。その多くは愛知
県に拠点を置いています。会員が力を合わせて
イベントなどを催し、弁理士の存在を知ってい
ただき、知的財産の重要性を理解していただく
ことをさらにアピールしていく所存です。技術
を守ることは大切なこと、それをお手伝いさせ
ていただきたいと思います。
　――改めて弁理士の仕事について伺います。
　田中　弁理士は知的財産保護の専門家です。
特許庁に特許や商標などの出願をするときにお
手伝いをし、特許や商標を取得したら、それの
有効利用も考えていきます。知的財産権の出願
はほとんど大企業が占めていて、中小企業はま
だまだ少ないです。中小企業の中には特許の対
象になる技術を独自に開発しているがその技術

について出願していないこともあります。例え
ば中小企業の経営者の中には「俺が考えた技術
を、俺が使って何が悪い」と言う方もいますが、
同様の技術について他社が特許権を取得してし
まうと、たとえ真似したのではないとしてもそ
の特許権に抵触することになります。また、自
社が優れた技術を持っていた場合に、他企業が
その技術を真似して同じような製品を製造し、
安価に売りまくりシェアを取られても、特許権
を取得していないと阻止する術はありません。
こうしたことから中小企業向けのセミナー、座
談会を開いて、知的財産の大切さを知っていた
だくような活動もしており、最近ではかなり浸
透してきたように思います。
　――課題も抱えておられます。
　田中　実は日本は特許権の侵害訴訟で勝って
も大きなお金が取れないことがほとんどです。
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